
 障害児通所⽀援事業所 安全計画 

 ●  安全計画【対象施設名称及び事業種別】 
 ライフ⻑崎事業所（放課後等デイサービス、保育所等訪問⽀援）・ライフくじらのおやこ（放課後等デイサービス） 

 安全点検 
 （１）施設・設備・事業所外環境（散歩コースや緊急避難先等）の安全点検 

 ⽉  4⽉  5⽉  6⽉  7⽉  8⽉  9⽉ 

 重点点検箇所  ・施設内(清掃業 
 務時に施設内設備 
 等の点検を随時⾏ 
 う) 
 ※避難訓練実施⽉ 
 に避難経路及び避 
 難先の確認 
 ※消⽕器及び消防 
 点検は基準に則り 
 定期的に⾏う。 

 ⽉  10⽉  11⽉  12⽉  1⽉  2⽉  3⽉ 

 重点点検箇所  ・施設内(清掃業 
 務時に施設内設備 
 等の点検を随時⾏ 
 う。) 
 ※避難訓練実施⽉ 
 に避難経路及び避 



 難先の確認 
 ※消⽕器及び消防 
 点検は基準に則り 
 定期的に⾏う。 

 （２）マニュアルの策定・共有 

 分野  策定時期  再点検予定時期  掲⽰・管理場所 

 事故発⽣・防⽌マニュアル  2013年4⽉1⽇  適宜  事務所 

 ⾝体拘束に関する指針  2019年4⽉1⽇  適宜  事務所 

 ⾮常災害対策計画書  2019年4⽉1⽇  適宜  事務所 

 事業継続計画（BCP）  2022年4⽉1⽇  1年に1回程度  事務所 

 虐待防⽌マニュアル  2022年4⽉1⽇  適宜  事務所 

 感染症予防マニュアル等  2019年4⽉1⽇  適宜  事務所 

 児童・保護者に対する安全指導等 
 （１）児童への安全指導（事業所の⽣活における安全、災害や事故発⽣時の対応、交通安全等） 

 通年 

 就学児 
 （放課後等デイサービス等） 

 ・⾮常災害に対する訓練（避難訓練等＿年2回以上） 



 （２）保護者への説明・共有 

 4⽉〜6⽉  7⽉〜9⽉  10⽉〜12⽉  1⽉〜3⽉ 

 ・安全計画及び⾮常災害対策計 
 画書等の周知 
 ・緊急連絡先等の把握 

 ・⾮常災害に対する訓練（避難 
 訓練等） 

 ・⾮常災害に対する訓練（避難 
 訓練等） 

 （３）職員への研修・講習（事業所内外実施を明記） 

 4⽉〜6⽉  7⽉〜9⽉  10⽉〜12⽉  1⽉〜3⽉ 

 ・虐待防⽌及び⾝体拘束等に関 
 する研修 
 ・感染症等に関する研修 

 ※外部研修等に関しては随時 
 ※新規採⽤者に関しては都度 

 ・ヒヤリハット研修 
 ・安全計画等に関する研修 

 ・虐待防⽌及び⾝体拘束等に関 
 する研修 
 ・感染症等に関する研修 

 ・ヒヤリハット研修 

 （４）⾏政等が実施する訓練・講習スケジュール 

 ※必要に応じて随時受講 

 再発防⽌策の徹底（ヒヤリハット事例の収集・分析及び対策と共有⽅法等） 

 ・ヒヤリハット研修実施時にその対策を全体で共有 
 ・ヒヤリハット研修で積み上げた事例を管理ファイルを使⽤し常時共有 
 ・事例発⽣時にミーティング等を通して全体で共有 



 その他の安全確保に向けた取り組み 

 ・送迎⾞両に安全装置を完備 
 ・急遽のお休みやお迎え時間の変更についてはアプリを使⽤して事業所、保護者との間で共有 

 研修・訓練 
 （１）訓練テーマ・取り組み 

 ⽉  4⽉  5⽉  6⽉  7⽉  8⽉  9⽉ 

 避難訓練等  ・⾮常災害に対す 
 る訓練（避難訓練 
 等） 

 その他  ・送迎⾞両整備点 
 検 

 ・送迎⾞両整備点 
 検 

 ・送迎⾞両整備点 
 検 

 ・送迎⾞両整備点 
 検 

 ・送迎⾞両整備点 
 検 

 ・送迎⾞両整備点 
 検 

 ⽉  10⽉  11⽉  12⽉  1⽉  2⽉  3⽉ 

 避難訓練等  ・⾮常災害に対す 
 る訓練（避難訓練 
 等） 

 その他  ・送迎⾞両整備点 
 検 

 ・送迎⾞両整備点 
 検 

 ・送迎⾞両整備点 
 検 

 ・送迎⾞両整備点 
 検 

 ・送迎⾞両整備点 
 検 

 ・送迎⾞両整備点 
 検 

 （２）訓練の参加予定者 

 訓練内容  参加予定者 



 送迎⾞両整備点検  事業所職員 

 ⾮常災害に対する訓練（避難訓練等）  事業所職員及び利⽤児童 

 令和6年12⽉5⽇ 改定 
 令和6年4⽉1⽇ 作成 


